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【別添１】 

コスト指標作成等事業業務規程 

   

（目的） 

第１条 この業務規程は、公益社団法人米穀安定供給確保支援機構（以下「機構」という。）が行う

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の

適正化に関する法律（平成３年法律第５９号。以下「法」という。）第４２条における指標作成等

業務（以下「コスト指標作成等事業」という。）に関する基本的な事項を定め、もってその事業の

適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。 

 

（事業運営の基本方針） 

第２条 機構は、この事業の公共的重要性にかんがみ、農林水産省その他の関係機関との緊密な連絡

のもとに、この事業を能率的かつ効率的に運営するものとする。 

 

（事業の内容） 

第３条 機構は、コスト指標作成等事業として、次の業務を行う。 

一 米の事業者等間の売買その他の取引においてその持続的な供給に要する費用に関して参照す

べき指標の作成及び当該指標の作成に資する資料の収集並びに当該指標の公表 

二 米の持続的な供給の必要性及び前号に規定する指標に対する事業者等、一般消費者その他の

関係者による理解の増進に資するために必要な情報の提供 

三 前２号に掲げる業務に付帯する業務 

 

（コスト指標作成等委員会） 

第４条 機構に、コスト指標作成等委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

２ 理事長は、米の生産・集荷、卸売及び小売の各段階を代表すると認められる団体が推薦する者か

ら委員を任命する。 

３ 理事長は、中食・外食及び消費の各段階を代表すると認められる団体が推薦する者及び米の生

産・流通に専門的知見を有すると認められる者から委員を任命することができる。 

４ 機構の役職員が委員会の事務局として委員会に参加する。 

５ 委員会の議長及び副議長は、委員の互選により選出する。 

６ 委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

一 米のコスト指標の作成方法 

二 前号により作成された毎年度の米のコスト指標の妥当性 

三 米の持続的な供給の必要性及び米のコスト指標に対する事業者等、一般消費者その他の関係

者による理解の増進に資するために必要な情報の提供方策 

四 その他コスト指標作成等事業の運営に係る重要事項 
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７ 委員会は前項第１号及び第２号の事項を審議する場合は、生産・集荷、卸売及び小売のうち２以

上の段階についてそれぞれ各段階を代表すると認められる団体から推薦された委員が参加しなけ

れば開くことができない。 

８ 議長又は副議長が必要と認める者は、委員会に参加することができる。 

９ 国の関係職員及び議長又は副議長が認める者は、委員会にオブザーバーとして参加することが

できる。 

 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の

日までとする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

３ 委員は、辞任又は任期満了後において、前条第７項に規定する段階の数を欠くこととなる場合に

は、後任者が就任するまで、なお委員としての権利義務を有する。 

 

（Web会議及び代理出席） 

第６条 委員は、Web会議システム等（Web会議、電話会議その他の出席者が一同に会すると同等の

相互に充分な議論を行うことができる方法による出席をいう。）により出席することができる。 

２ 委員は、委員会に代理を出席させることができる。代理が出席した場合、委員が出席したものと

みなす。 

 

（有識者等の招致） 

第７条 委員は、議長の許可を得て委員会に有識者等を招致し、意見を述べさせることができる。 

２ 有識者の招致に必要な費用は、原則として当該有識者を招致した委員を推薦した団体が負担す

る。 

 

（委員の報酬等） 

第８条 委員は、無報酬とする。 

２ 会議の出席に必要な旅費は、必要に応じてそれぞれの委員を推薦した団体が負担するものとする。 

３ 前２項の規定に依り難い特別な事情があると認められる場合は、支給財源が確保されていると

きに限り、理事長は委員に報酬及び旅費を支給することができる。この場合、原則として、報酬

の額は運営委員の例を勘案して理事長が個別に定め、旅費は原則として実費とする。 

 

（委員会の招集） 

第９条 委員会の招集は、理事長が行う。 

 

（コスト指標の作成方法等） 
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第１０条 委員会は、米のコスト指標の作成方法等について協議し、合意形成を図る。 

２ 各段階におけるコスト指標の作成方法（コスト指標の作成の基礎となるデータであって、毎年度

取得することができないものについての推定方法を含む。）については、各段階を代表すると認め

られる団体が原案を作成し、委員会において説明を行う。一つの段階を代表すると認められる団体

が複数ある場合は、当該複数団体の間で調整を行う。 

３ コスト指標の作成の基礎となるデータは、国のコスト調査、公的物価統計等を活用することを基

本とする。補完調査が必要な場合には、当該補完調査を必要とする段階を代表すると認められる団

体が費用を負担して、当該補完調査を実施する。 

４ コスト指標の作成方法等を変更しようとするときは、前３項の規定を準用する。 

５ 委員会で合意されたコスト指標の作成方法等については、法第４２条第２項の申請書に添付し

て農林水産省に提出する。 

 

（コスト指標の作成） 

第１１条 前条の規定により委員会で合意された米のコスト指標の作成方法に基づき、各段階を代

表すると認められる団体は、毎年度の当該段階に係る米のコスト指標について、公的統計を使用す

る又は各団体が既存業務の中で把握しているデータ及び国のコスト調査等を活用して必要な資料

作成を行い、委員会事務局の機構に提出するとともに、委員会で説明を行う。 

２ 機構は、各段階を代表すると認められる団体から提出された段階ごとの米のコスト指標を集計

し、委員会に提出する。 

３ 委員会は、提出された米のコスト指標の妥当性を審議する。 

 

（コスト指標の公表等） 

第１２条 委員会が前条の規定により委員会に提出された米のコスト指標を妥当と認めた場合は、

機構は、当該米のコスト指標を機構のホームページ上で公表する。 

２ 前項の公表に当たって機構は、事業者等、一般消費者その他の関係者による理解の増進に資する

ために必要な情報を併せて提供するものとする。 

 

（議事録の作成） 

第１３条 委員会の議事については、議事録を作成する。 

 

（秘密保持義務） 

第１４条 委員、機構の役職員その他の指標作成等事業に関与する者又はこれらの者であった者（次

項において「関係者」と総称する。）は、コスト指標作成等事業に関して知り得た秘密を漏らして

はならない。 

２ 機構は、関係者に対し、前項の趣旨の徹底に努めるものとする。 
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（委員会運営細則） 

第１５条 前１１条に定める他、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の審議を経て、理事長が

別に定める。 

 

（区分経理） 

第１６条 機構は、コスト指標作成等事業に関する収支は、他の事業と区分して整理する。 

 

（コスト指標作成等基金の造成） 

第１７条 コスト指標作成等事業の安定的な実施に資するため、寄付金等によりコスト指標作成等

基金を造成する。 

２ コスト指標作成等基金は、指定純資産とする。 

３ コスト指標作成等基金及びその運用益は、コスト指標作成等事業の実施に必要な費用に限り充

てることができる。 

４ コスト指標作成等基金は、銀行又は農林中央金庫への預金により管理するものとする。 

 

（分担金の徴収等） 

第１８条 機構は、コスト指標作成等事業の実施に必要な費用に充てるため、個別に同意を得て、関

係団体から分担金を徴収することができる。 

２ 機構が国の補助金等を活用してコスト指標作成等事業に係る業務を実施する場合には、機構は、

当該業務を実施する前に、関係団体との間で、当該補助金等の額が当該業務に必要な経費に満たな

いこととなった場合には、当該関係団体がその差額を分担金として負担する旨の確認を行うものと

する。 

 

（収入が不足した場合の対応） 

第１９条 第１６条のコスト指標作成等事業に係る収支を整理する会計において期末における一般

純資産がマイナス残高となるおそれが生じた場合は、理事長は委員会を招集し、対応策の検討を要

請するものとする。 

２ 適切な対応策が講じられることその他の理由により前項のおそれが解消されたと認められるま

での間は、機構は費用の支出を伴うコスト指標作成等事業に係る業務の実施を停止するものとす

る。 

 

（その他） 

第２０条 この規程の変更は、理事会の承認を得て行う。 

２ この規程の実施に必要な事項（第１５条の委員会運営細則を除く。）については、理事長が別に

定めることができる。 
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附 則 

１ この規程は、令和７年１０月２７日から施行する。ただし、米のコスト指標の作成、公表は機構

が法第４２条第１項の規定に基づく認定を受けたのちに実施する。 

２ 機構は、公益認定後、法の関係規定の施行日以前においても、この業務規程に基づき、委員会を

設置し、コスト指標作成方法等について審議する等、必要な準備作業を進めるものとする。 

３ この規程施行当初の委員の任期は、第５条第１項の規定にかかわらず、令和８年度の定時総会終

結のときまでとする。 

４ 機構が平成２０年度基準により財務諸表を作成している間は、第１７条第２項中「指定純資産」

とあるのは「指定正味財産」と、第１９条第１項中「一般純資産」とあるのは「一般正味財産」と

読み替えて適用する。 

 

 

 



 

 

コスト指標作成等委員会運営細則 

 

（令和 7年 12月 22日制定） 

 

第１条 コスト指標作成等委員会（以下「委員会」という。）の運営については、コスト指標作成等事

業業務規程（以下「規程」という。）に規定するもののほか、規程第１５条に基づき、この規則

の定めるところによる。 

（議長） 

第２条 委員から互選された委員会議長は、委員会の議事を運営し、会務を代表する。副議長は議長

を補佐する。 

２ 議長の任期は、当該委員の任期終了までとする。 

３ 議長は個人として委員から互選されており、規程第６条第２項の規定により議長である委員が

代理を出席させた場合は、改めて委員から議長を互選する。その場合の議長の任期は当該委員会

のみとする。 

（傍聴） 

第３条 会議は非公開とする。ただし、公開することにより、公正かつ中立な審議に支障を及ぼす

おそれがなく、かつ特定の個人若しくは団体に不当な利益若しくは不利益をもたらすおそれが

ないと委員全員が認める場合には、議長は、傍聴者について全委員に諮った上で問題がないと認

められる者に傍聴を認めることができる。 

２ 議長は、議事の円滑な運営を確保するため、傍聴人の退場を命ずる等必要な措置をとることが

できる。 

（議事要旨） 

第４条 公正かつ中立な会議運営に支障を及ぼすおそれがなく、かつ特定の個人若しくは団体に不当

な利益若しくは不利益をもたらすおそれがないと委員全員が認めた場合には、議事要旨及び会

議資料の全部または一部を機構ホームページ上で公表することができるものとする。 

（オブザーバー） 

第５条 オブザーバーは議長の求めに応じて委員会において報告又は意見を述べるものとする。 

（議事） 

第６条 委員会は規程に定めるほか、全委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決す

ることができない。 

２ 委員会の議事は、会議に出席した議長を除く委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

 

附 則 

１ この運営細則は、令和７年１２月２２日から施行する。 


